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中
国
・
農
民
労
働
者
の

　
　
　 

都
市
流
入
規
制
を
緩
和

小
　
林
　
熙
　
直

　
こ
こ
数
年
来
、
中
国
で
は
所
謂
「
三
農
問
題
」（
農
業
・

農
村
・
農
民
）
へ
の
対
応
が
党
、
政
府
の
最
重
要
課
題

と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
背
景
に
あ
る
の
は
、
過
重
な
農

民
の
社
会
負
担
と
農
村
と
都
市
の
経
済
格
差
の
拡
大
で

あ
る
。「
三
農
問
題
」
と
は
、
換
言
す
れ
ば
農
村
経
済
全

体
を
如
何
に
底
上
げ
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
最

終
日
標
は
農
民
収
入
の
増
加
で
あ
る
。

　
こ
の
目
標
に
向
か
っ
て
、
中
国
の
農
村
で
は
優
良
品

種
へ
の
作
付
転
換
、
農
業
の
産
業
化
経
営
な
ど
の
生

産
・
経
営
面
の
改
善
と
平
行
し
て
、
農
民
の
負
担
を
軽

減
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
税
費
改
革
（
税
金
と
経
費

徴
収
の
透
明
化
と
公
正
化
）、
農
村
労
働
力
の
受
皿
と

し
て
の
小
城
鎮
（
町
）
の
建
設
お
よ
び
都
市
流
入
を
可

能
に
す
る
規
制
緩
和
な
ど
の
改
革
が
進
展
中
で
あ
る
。

以
下
で
は
こ
の
農
村
労
働
力
の
都
市
流
入
問
題
に
つ
い

て
、
最
近
の
状
況
を
紹
介
し
て
み
た
い
。

「
農
民
工
」（
農
民
労
働
者
）へ
の
差
別
意
識

　
二
〇
〇
二
年
に
お
け
る
農
民
労
働
者
（
居
住
地
の
郷

村
以
外
で
働
い
た
農
村
労
働
者
）
は
、
前
年
比
四
七
〇

万
人
増
の
九
、
四
〇
〇
万
人
に
達
し
た
。
こ
れ
ら
農
村

労
働
力
の
約
二
〇
％
に
達
す
る
人
々
の
一
人
当
り
平
均

収
入
は
五
、
五
九
七
元
で
あ
っ
た
。
同
年
に
お
け
る
全

国
農
民
の
平
均
純
収
入
は
二
、
四
七
六
元
で
あ
っ
た
。

純
収
入
は
農
地
請
負
費
や
税
金
を
控
除
し
た
現
物
お
よ

び
賃
金
な
の
で
出
稼
ぎ
収
入
と
は
直
接
比
較
で
き
な
い

が
、
現
金
収
入
の
少
な
い
農
村
、
ま
し
て
や
全
国
平
均

の
七
〇
％
程
度
の
低
収
入
に
喘
ぐ
中
西
部
の
農
家
に

と
っ
て
は
お
お
い
に
魅
力
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
「
農
民
工
」
は
そ
の
半
数
以
上
が
省
境
を
越
え
て
就

業
し
て
お
り
、
年
齢
層
は
十
六
〜
四
十
六
歳
が
八
〇
％

以
上
で
あ
る
。
教
育
水
準
は
、
中
学
校
卒
業
程
度
が
半

数
以
上
で
あ
る
が
、
農
村
全
体
の
平
均
的
教
育
水
準
よ

り
高
い
の
が
特
徴
で
あ
る
。
男
女
の
比
率
で
は
十
六
〜

二
十
三
歳
の
年
齢
層
を
除
い
て
は
男
性
が
多
く
、
製
造

業
、
建
築
業
、
飲
食
業
な
ど
サ
ー
ビ
ス
業
が
三
大
就
業

先
で
あ
る
。

　
農
民
労
働
者
の
就
業
条
例
は
近
年
若
干
改
善
さ
れ
て

い
る
が
、
そ
れ
で
も
都
市
居
住
者
と
比
較
し
て
多
く
の

差
別
、
規
制
が
存
在
す
る
。
都
市
に
お
い
て
就
業
で
き

る
職
種
に
制
限
が
あ
る
う
え
、
労
働
許
可
証
、
暫
定
居

住
証
な
ど
を
取
得
す
る
手
続
き
が
煩
雑
で
あ
り
、
多
く

の
経
費
が
徴
収
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
養
老
年
金
、
医
療

保
険
、
労
働
災
害
保
険
や
生
命
保
険
な
ど
へ
の
加
入
が

困
難
な
う
え
、
子
女
が
公
立
の
小
中
学
校
に
入
れ
な
い

と
い
う
問
題
も
生
じ
て
い
る
。「
農
民
工
」
の
平
均
就

業
期
間
は
八
・
九
ヶ
月
と
長
い
う
え
、
育
児
年
齢
の
女

性
労
働
者
が
多
い
た
め
、
子
女
の
育
児
、
教
育
の
問
題

は
大
き
な
悩
み
の
タ
ネ
で
あ
る
。

　
毎
年
旧
正
月
が
近
づ
く
と
、
必
ず
新
聞
記
事
に
取
上

げ
ら
れ
る
の
が
、「
農
民
工
」
へ
の
貸
金
未
払
い
問
題

で
あ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
中
央
政
府
の
政
策
で
、
就

業
上
の
差
別
は
若
干
改
善
さ
れ
た
が
、
賃
金
の
欠
配
、

ピ
ン
は
ね
現
象
は
な
か
な
か
改
善
さ
れ
な
い
よ
う
で
あ

る
。
欠
配
、
遅
配
は
建
築
業
に
多
い
よ
う
で
、
正
月
に

な
っ
て
も
帰
郷
で
き
な
い
木
工
職
人
な
ど
の
例
は
枚
挙

に
暇
が
な
い
。

　
二
〇
〇
二
年
十
二
月
に
は
、
労
働
社
会
保
障
部

（
省
）
が
「
農
民
工
」
貸
金
支
払
い
状
況
検
査
に
関
す

る
通
達
を
出
し
、
十
二
月
十
五
日
〜
二
〇
〇
三
年
一
月

十
六
日
ま
で
の
期
間
、
主
に
建
築
、
ア
パ
レ
ル
、
飲
食

業
を
対
象
に
検
査
を
実
施
し
た
。
期
間
中
に
重
慶
市
の

み
で
違
反
案
件
が
四
四
一
件
、
関
連
し
た
「
農
民
工
」

三
八
、
七
五
一
人
、
遅
滞
あ
る
い
は
ピ
ン
は
ね
さ
れ
た

賃
金
は
五
、
八
九
一
万
元
に
も
達
し
て
い
る
。
最
初
か

ら
建
築
そ
の
も
の
が
違
法
で
、
完
成
し
て
も
現
金
化
で

き
な
い
な
ど
、
要
因
は
様
々
で
あ
る
が
、
根
底
に
は

「
農
民
工
」
に
対
す
る
差
別
意
識
が
存
在
す
る
よ
う
で

あ
る
。戸

籍
制
度
の
改
革
と
小
城
鎮
の
建
設

　
農
民
労
働
者
都
市
流
入
の
最
大
の
障
害
と
な
っ
て
い

た
の
は
、
都
市
と
農
村
を
二
元
的
に
管
理
す
る
中
国
独

特
の
戸
籍
制
度
で
あ
っ
た
。
計
画
経
済
の
基
礎
と
な
る

戸
籍
制
度
で
は
、
主
に
食
糧
配
給
制
度
と
の
関
係
で
、

農
民
の
都
市
へ
の
流
入
が
規
制
さ
れ
て
き
た
。
一
九
七

〇
年
代
末
以
降
、
農
家
経
営
請
負
制
の
実
施
に
よ
り
多
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「
農
民
工
」
へ
の
都
市
就
業
規
制
を
廃
止

く
の
離
農
自
営
業
者
が
出
現
し
、
こ
れ
に
対
応
す
る
形

で
一
九
八
四
年
に
は
、
食
糧
自
給
が
可
能
で
あ
る
こ
と

を
条
件
に
農
民
の
町
（
小
城
鎮
）
へ
の
移
籍
が
認
め
ら

れ
た
の
で
あ
る
。

　
一
九
九
三
年
に
お
け
る
「
社
会
主
義
市
場
経
済
」
へ

の
路
線
転
換
と
都
市
に
お
け
る
食
糧
配
給
制
度
の
廃
止

の
結
果
、
各
地
で
戸
籍
制
度
の
改
革
が
試
み
ら
れ
た
。

一
九
九
八
年
以
降
農
民
労
働
者
の
都
市
へ
の
移
籍
が
大

幅
に
緩
和
さ
れ
、
二
〇
〇
一
年
か
ら
は
広
東
省
、
湖
南

省
な
ど
で
、
農
業
と
非
農
業
世
帯
の
区
別
を
解
消
し
、

農
村
戸
籍
の
人
で
も
安
定
し
た
収
入
源
と
固
定
し
た
居

住
場
所
が
あ
れ
ば
そ
こ
に
戸
籍
を
移
す
こ
と
が
可
能
と

な
っ
た
。
現
状
で
は
実
際
の
就
業
地
と
戸
籍
登
録
地
と

を
一
致
さ
せ
る
方
向
で
の
改
革
が
進
展
中
で
あ
り
、
農

民
の
都
市
へ
の
移
籍
が
容
易
に
な
り
つ
つ
あ
る
。

　
こ
の
変
化
に
加
え
て
、
農
村
地
域
に
お
け
る
「
小
城

鎮
」 （
町
）
の
建
設
が
、
農
民
の
離
農
、
非
農
業
化
を
促

進
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
二
〇
〇
二
年
末
現
在
、
中
国

の
都
市
化
率
は
三
〇
・
九
％
と
低
い
が
、
一
万
九
、
〇

〇
〇
も
の
行
政
鎮
（
町
）
が
あ
り
、
そ
こ
で
は
二
〇
〇

一
年
か
ら
戸
籍
上
の
農
業
、
非
農
業
の
区
別
が
な
く

な
っ
て
い
る
。

　
も
と
も
と
農
村
余
剰
労
働
力
（
一
・
三
〜
一
・
五
億

人
）
の
受
皿
と
し
て
設
け
ら
れ
た
小
城
鎮
に
は
、
大
都

市
特
有
の
農
民
に
対
す
る
規
制
が
少
な
い
。
な
ぜ
な
ら

ば
、
そ
こ
に
は
国
有
企
業
が
な
い
た
め
、
国
有
企
業
か

ら
排
出
さ
れ
る
「
下
崗
」（
一
時
帰
休
）
労
働
者
、
即
ち

実
質
的
失
業
者
が
存
在
し
な
い
の
で
、
農
民
の
就
業
を

規
制
す
る
必
要
が
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
代
わ
り
、
農

民
は
自
ら
住
宅
を
購
入
し
、
不
十
分
な
社
会
保
障
制
度

に
甘
ん
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
た
だ
、
こ
れ
ら
「
小
城
鎮
」
建
設
に
も
問
題
が
あ

る
。
も
と
も
と
の
目
的
は
、
郷
鎮
企
業
（
町
村
企
業
）

を
集
中
さ
せ
、
農
村
の
余
剰
労
働
を
吸
収
す
る
こ
と
で

あ
っ
た
が
、
こ
こ
数
年
来
雇
用
労
働
者
数
は
一
・
三
億

人
ほ
ど
で
横
ば
い
の
ま
ま
で
あ
る
。
企
業
そ
の
も
の
に

技
術
が
な
く
競
争
力
が
低
い
、
と
い
う
こ
と
も
あ
る

が
、
行
政
の
姿
勢
に
も
問
題
が
あ
る
。
鎮
の
統
廃
合
な

ど
に
お
い
て
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
創
り
が
優
先
さ
れ
、
雇
用

の
拡
大
と
い
う
本
来
の
目
的
が
忘
れ
去
ら
れ
て
い
る
、

と
い
う
指
摘
も
あ
る
。
問
題
は
さ
て
置
き
、
都
市
化
率

の
引
上
げ
は
、
雇
用
の
拡
大
ば
か
り
で
な
く
、
農
産
品

需
要
の
拡
大
と
い
う
効
用
も
あ
る
。
過
剰
供
給
に
悩
む

農
村
経
済
に
活
力
を
与
え
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
。

　
二
〇
〇
一
年
四
月
、
江
蘇
省
常
熟
市
が
労
働
社
会
保

障
部
か
ら

都
市
・
農
村
統
一
就
業
実
験
都
市

に
指
定

さ
れ
た
。
先
ず
行
わ
れ
た
の
は

都
市
を
優
先
し
、
農
村

を
後
に
す
る

な
ど
の
三
先
三
後
差
別
規
制
の
廃
止
で

あ
っ
た
。
そ
れ
に
よ
り
農
民
労
働
者
に
対
す
る
職
種
、

雇
用
数
な
ど
の
規
制
が
撤
廃
さ
れ
、
労
働
許
可
証
な
ど

の
取
得
手
続
き
も
簡
素
化
さ
れ
た
。
労
働
者
は
企
業
と

の
間
で
法
律
に
基
づ
い
て
労
働
契
約
を
結
ぶ
こ
と
と
な

り
、
同
市
の
雇
用
、
失
業
統
計
で
カ
バ
ー
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。

　
そ
の
後
、
い
く
つ
か
の
都
市
で
同
様
の
実
験
が
行
わ

れ
、
二
〇
〇
三
年
一
月
の
国
務
院
通
達
に
集
約
さ
れ
る

こ
と
と
な
っ
た
。
「
農
民
の
都
市
で
の
就
業
管
理
・

サ
ー
ビ
ス
」
に
関
す
る
通
達
は
、
単
に
就
業
面
だ
け
で

な
く
、
生
活
条
件
の
改
善
に
ま
で
踏
み
込
ん
だ
も
の
で

あ
る
。
主
要
な
部
分
は
以
下
に
紹
介
す
る
と
お
り
で
あ

る
が
、
こ
の
よ
う
な
内
容
の
通
達
が
出
さ
れ
た
と
い
う

こ
と
は
、
逆
の
視
点
か
ら
見
れ
ば
そ
れ
だ
け
の
差
別
、

規
制
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

（
１
）「
農
民
工
」
雇
用
企
業
に
対
す
る
行
政
審
査
、

職
種
規
制
、
特
別
な
就
業
手
続
き
な
ど
を
廃
止
し
、
暫

住
証
の
み
で
管
理
す
る
。（
２
）
国
務
院
の
規
定
す
る

手
続
き
費
以
外
の
経
費
、
特
に
行
政
事
業
名
目
の
経
費

の
徴
収
を
し
て
は
な
ら
な
い
。（
３
）
都
市
流
浪
者
収

容
・
遣
送
法
を
適
用
し
て
は
な
ら
な
い
。（
４
）
雇
用

す
る
企
業
は
必
ず
労
働
契
約
を
結
び
、
条
件
を
明
示
す

る
。
契
約
を
解
除
す
る
際
に
は
経
済
的
補
償
を
す
る
。

（
５
）
貸
金
は
貨
幣
と
し
て
、
欠
配
（
遅
配
）、 

ピ
ン
は

ね
を
し
て
は
な
ら
な
い
。（
６
）
労
災
に
際
し
て
は
法

律
に
基
づ
い
た
補
償
を
す
る
。
医
療
保
険
加
入
の
方
法

を
検
討
す
る
。（
７
）
子
女
の
義
務
教
育
の
権
利
を
保

証
す
る
。

　
子
女
の
教
育
に
関
し
て
は
、
二
〇
〇
一
年
五
月
末
の

国
務
院
基
礎
教
育
に
関
す
る
通
達
の
な
か
で 

流
動
人

口
の
子
女
の
義
務
教
育
問
題
を
重
視
す
る

 

こ
と
が
明

記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
そ
の
後
多
く
の
子
女
が
通
学
す

る
民
営
校
も
公
立
と
同
様
の
扱
い
を
受
け
る
こ
と
に
な

る
な
ど
、
全
体
と
し
て
か
な
り
待
遇
改
善
が
期
待
で
き

そ
う
で
あ
る
。

　
一
方
、
社
会
保
険
、
特
に
養
老
年
金
な
ど
に
つ
い
て

は
、
保
険
料
納
付
期
間
の
問
題
も
あ
り
、
条
件
が
整
っ

た
と
は
言
え
な
い
。

　
「
農
民
工
」
の
都
市
流
入
は
法
律
面
で
も
保
護
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
今
後
注
視
す
べ
き
は
治
安
の
問

題
で
あ
ろ
う
。
治
安
の
悪
化
次
第
で
は
規
制
が
実
質
的

に
強
化
さ
れ
、
戸
籍
法
の
公
布
も
遅
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

（
こ
ば
や
し
ひ
ろ
な
お
・
ア
ジ
ア
研
究
所
教
授
）
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